
ＫＳＩ（KANSAI　SKILL-UP　INNOVATION）会則 
　 
第１条　名　称　 
　　　本会は、奥森　健史氏を主幹におきＫＳＩ（KANSAI　SKILL-UP　INNOVATION） 
　　　と称する。 

第２条　設立趣旨　 
本会は、奥森健史氏が主宰されるKSIコースを修了した者たちが集まり、会員間の交流をは
かり、先人達が築き上げた技術を受け継ぎつつ、インプラントをはじめとする新しいマテ
リアルの進歩に則した新しいデンチャーワークの進化を希求し、歯科医療界に貢献するこ
とを目的とする。　　 

第3条　事業内容 
　奥森イズムの普及、発展をめざす。 
各種研修会を開催して、研鑽の情報を公開し会員間の交流をはかる。 

　　　各種材料の開発、販売など 
　　　その他 

第４条　役　員 
　　本会は次に役員をおく。　 

　　　会長　1名　、副会長　若干名　、専務　若干名、主幹の意向により主幹代行を　 
　　　置くこととする。 

第５条　事務局 
　　  この団体の事務局は 株式会社office nao  に　業務委託とする 
              811-1102  福岡市早良区東入部1-37-12   株式会社office nao 担当：　中川尚子 
　　　 
第６条　役員の選出 
　　会長・副会長・会計は、定例会において会長、主幹、主幹代行の推薦により選出する。 

第７条　役員の任期　 
役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。補欠により選任された役員の 
任期は、前任者の残任任期とする。 

　　　役員は、任期終了後でも後任者が就任するまではその職務を行わなければならない。　　　　　　　　　　 
　　　　　　 
第８条　役員の任務　 

会長は、本会を代表して会務を掌る。 
　　　副会長は会長を補佐し、会長事故あるときは職務を代理する。 

　　　 
　　　会計は、本会の会計を担う 



第９条　経費　等  　  
本会の経費は、会費・寄付金その他の収入をもってあてる。 

　　　　　　 
第10条　会員資格　　 

会員はKSIエントリーコース、ベーシックコースを修了した希望者を資格とする。 
会員を正規のKANSAI　SKILL-UP　INNOVATION（以下KSI）会員として認める。 
会員の情報運営はEメールで行うものとする。よって、インターネット環境（PC）を整え
る義務を負うものとする。 

第11条　会員　 
　正会員は年会費を納め会の活動に積極的に参加する者とし、会主催のセミナーの 
会費割引、及び各種材料の会員割引が受けられる。 
通常入会金は５万円であるが、セミナー中の入会に限り免除する。 
年会費は技工所オーナーは25,000円、勤務者は15,000円、勤務先のオーナーがKSI会員
の場合の勤務者は10,000円とし、この中にはオープンセミナーの会費も含まれる。 

第12条　名誉会員及び顧問 
主幹が認めた者に限り、名誉会員及び顧問として参加することができ、参加費は徴収しな
い。 

第13条　総会　　　 
　　　総会は年１回を予定し、開催日に関しては 

主幹と役員が協議して決定する。 

第14条　会　計　　 
ＫＳＩは営利目的の団体ではなく、会員の相互扶助のもと成り立っている。 
そのため会費は滞ることのないよう納めることとする。 
会費は専用の口座へ銀行振込みとする。 
会計は会員の中から担当者を選任し、会計担当者は責任を持って会計管理を行う。 
年度末もしくは、総会（定例会）において年度ごとに会計報告を会員に行う。 
会の運営、社会情勢により、会費の変更をする場合がある。 
慶弔見舞金規定　開業祝い　お見舞い金等…主幹と役員が協議して決定する。 

その他　 
 この会則の施行にあたり必要な事項は主幹及び役員にはかり総会で承認する。 

　　 本会に不利益な行動及び、名誉を著しく損なう時、役員会に計り退会及び除名処分の承認を
得ることができる。 

　　  会費を2年未納した者は、会員の資格の除名処分が科せられる。ただし、会長が 
　　特別の事柄により会費未納の遅延を許可する場合はこれを妨げない。 



　名簿の管理は個人情報の保護に関する法律の観点から会の運営以外は役員会が 
　責任をもって管理するものとする。　 

本会の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。 

附  則 
　    本会則は、平成24年　4月　1日より施行する 
　　平成26年3月9日役員会において変更　　平成26年4月1日より小山邦宏を会長とする 
　　　　　　　　　　　　　　　事務局変更　大阪府高槻市真上町1丁目13-11木村ビル2F 
　　平成28年2月22日役員会において　　 平成28年4月1日より小山邦宏 会長（2期目） 
　　平成30年2月22日役員会において　　 平成30年4月1日より小山邦宏 会長（3期目） 
　   令和1年11月17日総会において変更　令和１年１月17より日役員会において　　 
　　　　　　　　　　　　　　   事務局変更　株式会社office nao へ業務委託 
　　令和2年2月22日役員会において　　　令和２年4月1日より小山邦宏 会長（4期目） 
　　令和4年2月22日役員会において　　　令和４年4月1日より小山邦宏 会長（5期目） 
      令和6年5月末WEB総会において　　　令和6年度より大澤浩史を会長とする 

　　 

メーカー賛助会員 
　　白水貿易株式会社・株式会社デンタリード 


